
大臣官房環境バイオマス政策課

バイオマス産業都市について

令和７年２月



1農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

○ バイオマス産業都市とは、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス
産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域であり、関係７府省が共同で選定。

※関係７府省：内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
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2農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

○ バイオマス活用推進基本法（平成21年６月12日法律第52号）に基づいて、関係する７府省（内閣府、総務
省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の政務で構成される「バイオマス活用推
進会議」が設置され、連携してバイオマスの活用に資する施策を推進。

○ バイオマス活用推進計画の目標達成に向け、技術とバイオマスの選択と集中による事業化を推進していくた
めの指針として、平成24年９月に「バイオマス事業化戦略」を策定（バイオマス活用推進会議決定）。

○ バイオマス事業化戦略の総合支援戦略において、地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域
循環型エネルギーシステムの構築に向けたバイオマス産業都市を構築することとしている。

バイオマス活用推進会議
メンバー

農林水産副大臣

内閣府大臣政務官

総務大臣政務官

文部科学大臣政務官

経済産業大臣政務官

国土交通大臣政務官

環境大臣政務官

・ 地方行財政政策
・ 消防法制

総務省

・ 農林水産政策
・ 農山漁村地域政策
・ 食料産業政策

農林水産省

・ 地球温暖化対策
・ 廃棄物政策

環境省

・ 国家基本政策

内閣府

・ 科学技術政策
・ 教育政策

文部科学省

・ 国土交通政策
・ 社会資本整備

（下水道等）

国土交通省

・ 産業政策
・ エネルギー政策

経済産業省

バ イ オ マ ス
活用推進会議

（７府省の政務で構成）
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２．バイオマス産業都市選定の流れ

バイオマス産業都市構想の募集
○作成主体：市町村（単独、複数、企業との共同体等）
○構想の内容：目指すべき将来像・目標、事業化プロジェクト、地域波及効果、実施体制等

バイオマス産業都市選定委員会による審査・ヒアリング・推薦案の決定

○メンバー：バイオマス、環境、エネルギー、投資・金融等の専門家で構成
○評価の視点：①先導性、②実現可能性、③地域波及効果、④実施体制

バイオマス産業都市構想の実行・具体化

○関係府省による連携支援（事業化プロジェクト）
※関係府省の施策の活用には、別途当該府省の審査・採択が必要。

提案応募

７府省によるバイオマス産業都市の選定
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３．バイオマス産業都市の選定地域（１０４市町村）

北海道ブロック（38市町村）
十勝地域（19市町村）、下川町、別海町＜H25①＞、釧路市、興部町＜H25②＞
平取町＜H27＞、知内町、音威子府村、西興部村、標茶町＜H28＞
滝上町、中標津町、鶴居村＜H29＞、稚内市、浜頓別町、幌延町＜H30＞、八雲町<R1>
湧別町＜R2＞、雄武町＜R3＞、浜中町＜R4＞

東北ブロック（13市町村）
青森県 平川市＜H28＞、西目屋村＜H29＞
岩手県 一関市＜H28＞、軽米町＜R1＞
宮城県 東松島市＜H25①＞

南三陸町＜H25②＞
大崎市＜H27＞、加美町＜H28＞
色麻町＜H29＞

秋田県 大潟村＜R2＞
山形県 最上町＜H27＞、飯豊町＜H29＞

西川町＜R5＞

関東ブロック（12市町村）
茨城県 牛久市＜H25①＞
栃木県 茂木町＜H27＞、大田原市＜H29＞、さくら市＜R1＞
群馬県 上野村＜H29＞、長野原町＜R4＞
神奈川県 秦野市<R6>
山梨県 甲斐市＜H27＞
長野県 中野市＜R1＞、長野市＜R3＞
静岡県 浜松市＜H25②＞、掛川市＜H28＞

北陸ブロック（４市）

新潟県 新潟市＜H25①＞、十日町市＜H28＞
富山県 射水市＜H26＞、南砺市＜H28＞

東海ブロック（５市町）

愛知県 大府市＜H25①＞、半田市＜H28＞
三重県 津市＜H25②＞、多気町、南伊勢町＜R2＞

近畿ブロック（６市町）

滋賀県 竜王町＜R4＞
京都府 南丹市＜H27＞、京丹波町＜H28＞、京都市＜H29＞
兵庫県 洲本市＜H26＞、養父市＜H30＞

中国・四国ブロック（11市町村）
鳥取県 北栄町＜H30＞
島根県 奥出雲町＜H25②＞

隠岐の島町＜H26＞
飯南町＜H27＞

岡山県 真庭市、西粟倉村＜H25②＞
津山市＜H27＞

広島県 東広島市＜H29＞
世羅町＜R4＞

山口県 宇部市＜H29＞
香川県 三豊市＜H25①＞

九州ブロック（15市町）
福岡県 みやま市＜H26＞、宗像市＜H27＞、糸島市＜H28＞、朝倉市＜R1＞
佐賀県 佐賀市＜H26＞、玄海町＜R1＞
熊本県 南小国町＜R5＞
大分県 佐伯市＜H26＞、臼杵市＜H27＞、国東市＜H28＞、竹田市＜R1＞
宮崎県 小林市＜H27＞、川南町＜R3＞
鹿児島県 薩摩川内市＜H28＞ 、長島町＜H28＞

年度別選定地域数（※市町村数） ＜＞内は選定年度（①:１次選定、②:２次選定）
青字は令和６年度選定地域

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26
H25

２次１次

12４３４７５1116116826
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下水汚泥食品廃棄物家畜排せつ物木質バイオマス（農業残さ等を含む）
用途 ＼ 原
料

音威子府村、興部町、平川市、色麻町、
飯豊町、浜松市、秦野市、十日町市、
南丹市、洲本市、佐伯市、国東市、玄
海町

音威子府村、西興部村、標茶町、中標津町、鶴
居村、稚内市、浜頓別町、平川市、東松島市、
色麻町、飯豊町、大田原市、浜松市、長野市、
秦野市、十日町市、半田市、大府市、多気町、
南丹市、京都市、洲本市、養父市、宇部市、世
羅町、糸島市、佐伯市、臼杵市、国東市、長島
町、朝倉市

十勝地域、音威子府村、下川町、興部町、西興
部村、別海町、標茶町、中標津町、鶴居村、稚内
市、浜頓別町、幌延町、八雲町、湧別町、雄武町、
浜中町、平川市、一関市、色麻町、飯豊町、軽米
町、大田原市、長野原町、秦野市、十日町市、半田
市、南丹市、京丹波町、養父市、世羅町、糸島市、国東
市、長島町、玄海町

下川町、滝上町、中標津町、鶴居村、一関市、東松島市、最上
町、大田原市、上野村、甲斐市、浜松市、掛川市、長野市、射
水市、津市、多気町、京都市、津山市、真庭市、世羅町、佐伯
市、臼杵市

ＦＩＴ
活用

発
電

加美町、南三陸町、最上町、新潟市、
南伊勢町、養父市、北栄町、宗像市、
みやま市

興部町、滝上町、大崎市、加美町、南三陸町、
最上町、大潟村、新潟市、南砺市、津市、南伊
勢町、宗像市、みやま市、佐賀市、小林市、南
小国町

釧路市、大崎市、加美町、最上町、北栄町、宗像
市、小林市、長島町、川南町、南小国町

十勝地域、釧路市、興部町、西川町、秦野市、十日町市、養父
市、隠岐の島町、小林市、南小国町

その
他
（未定
を含
む）

音威子府村、平川市、加美町、色麻町、
最上町、飯豊町、秦野市、新潟市、十
日町市、南伊勢町、国東市

音威子府村、興部町、西興部村、標茶町、滝上
町、中標津町、鶴居村、稚内市、浜頓別、平川
市、東松島市、加美町、飯豊町、南三陸町、色
麻町、最上町、大田原市、長野市、秦野市、新
潟市、十日町市、南砺市、半田市、津市、多気
町、南伊勢町、隠岐の島町、宇部市、世羅町、
臼杵市、国東市

十勝地域、釧路市、下川町、音威子府村、西興
部村、標茶町、興部町、別海町、中標津町、鶴居
村、稚内市、浜頓別町、平川市、一関市、加美町、
色麻町、飯豊町、軽米町、大田原市、秦野市、十
日町市、半田市、京丹波町、竜王町、世羅町、国
東市、長島町

十勝地域、釧路市、知内町、下川町、平取町、西興部村、標茶
町、滝上町、中標津町、鶴居村、平川市、西目屋村、一関市、
東松島市、大崎市、加美町、南三陸町、最上町、飯豊町、大潟
村、西川町、牛久市、上野村、茂木町、大田原市、甲斐市、浜
松市、掛川市、中野市、長野市、長野原町、秦野市、新潟市、
十日町市、南砺市、津市、多気町、南丹市、京丹波町、京都市、
洲本市、養父市、竜王町、北栄町、奥出雲町、飯南町、隠岐の
島町、津山市、西粟倉村、東広島市、三豊市、みやま市、糸島
市、佐賀市、佐伯市、臼杵市、国東市、小林市、朝倉市、川南
町、南小国町

熱 利 用

音威子府村、平川市、南三陸町、加美
町、色麻町、最上町、秦野市、十日町
市、南丹市、京都市、宗像市、みやま
市、国東市

興部町、音威子府村、西興部村、標茶町、平川
市、東松島市、大崎市、加美町、南三陸町、色
麻町、最上町、茂木町、甲斐市、浜松市、秦野
市、新潟市、十日町市、南砺市、半田市、大府
市、南丹市、多気町、三豊市、隠岐の島町、東
広島市、宇部市、宗像市、みやま市、糸島市、
佐賀市、臼杵市、国東市、小林市、長島町、南
小国町

十勝地域、釧路市、音威子府村、下川町、興部
町、西興部村、標茶町、別海町、中標津町、鶴居
村、八雲町、湧別町、雄武町、浜中町、平川市、
一関市、加美町、大崎市、色麻町、最上町、茂木町、
大田原市、甲斐市、掛川市、長野原町、秦野市、十日町
市、半田市、南丹市、京丹波町、飯南町、糸島市、宗像
市、佐賀市、小林市、長島町、川南町、南小国町

大潟村、西川町、茂木町、長野原町、射水市、京都市、洲本市、
竜王町、飯南町、津山市、東広島市、三豊市、世羅町、宗像市、
南小国町

肥料・飼料
等

稚内市、津市、南丹市、京都市

十勝地域、下川町、平川市、大崎市、軽米町、
牛久市、茂木町、甲斐市、新潟市、射水市、十
日町市、大府市、南伊勢町、南丹市、京都市、
洲本市、飯南町、真庭市、三豊市、世羅町、宗
像市、みやま市、臼杵市、小林市

軽米町、南丹市

下川町、西興部村、標茶町、滝上町、中標津町、鶴居村、幌延
町、平取町、西目屋村、一関市、大崎市、加美町、南三陸町、
飯豊町、大潟村、大田原市、上野村、牛久市、掛川市、秦野市、
新潟市、十日町市、津市、京丹波町、京都市、北栄町、隠岐の
島町、東広島市、糸島市、佐賀市、臼杵市、国東市、小林市、竹田市

燃 料

浜松市、新潟市半田市

茂木町、大田原市、秦野市、京都市、洲本市、隠岐の島町、津
山市、真庭市、三豊市、糸島市、薩摩川内市

その他
（マテリアル
利用等）

※ 地域名・市町村名の着色は前ページの地域ブロックの着色と同一であり、下線は令和６年度選定市町村

４．選定地域の事業化プロジェクト
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【平成25年度二次選定】

主な取組地域名

バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物等）、木質バイオマス発電・熱利用（剪定枝等）、ＢＤＦ（廃食用油）北海道十勝地域

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材等）、ペレット燃料化・BDF（ヤナギ・ススキ）北海道下川町

バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物、水産廃棄物等）北海道別海町

バイオガス発電･熱利用（食品廃棄物等）、木質バイオマス発電（間伐材等）宮城県東松島市

ＢＤＦ（廃食用油）、堆肥化（食品廃棄物）、ペレット燃料化（剪定枝等）茨城県牛久市

バイオガス発電・熱利用（下水汚泥、食品廃棄物等）、ペレット燃料化（間伐材等）、ＢＤＦ（廃食用油）新潟県新潟市

バイオガス発電･熱利用（食品廃棄物、し尿等）愛知県大府市

堆肥化・燃料化（食品廃棄物等）、資材化（竹）香川県三豊市

主な取組地域名

バイオガス発電・熱利用 （家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物）、
木質バイオマス発電・ペレット燃料化（林地残材等）、ＢＤＦ（廃食用油）

北海道釧路市

バイオガス発電 （家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物）、木質バイオマス発電（林地残材）北海道興部町

バイオガス発電・熱利用（食品廃棄物、下水汚泥）、ペレット燃料化（林地残材等）宮城県南三陸町

木質バイオマス発電・熱利用（間伐材等）、バイオガス発電（食品廃棄物、下水汚泥）静岡県浜松市

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材等）、
バイオガス発電・熱利用、燃料化（有機性汚泥・食品廃棄物）、燃料化（間伐材、下水汚泥等）

三重県津市

ペレット燃料化、炭材（林地残材等）島根県奥出雲町

木質バイオマス発電（林地残材等）、ＢＤＦ（廃食用油）、堆肥化（食品廃棄物等）岡山県真庭市

木質バイオマス熱利用（林地残材等）岡山県西粟倉村

【平成25年度一次選定】

５．選定地域の主な取組



7農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

主な取組地域名

堆肥化（樹皮、剪定枝等）、混合燃料化（廃食用油）、熱利用・肥料化・資材化等（もみ殻）、
木質バイオマス発電（間伐材等）

富山県射水市

BDF（廃食用油）、バイオガス発電（下水汚泥、食品廃棄物、廃玉ねぎ等）、燃料化・マテリアル化（竹）、
燃料化・発電（BTL）（可燃ごみ、木質・農産物残さ）、マテリアル化（微細藻類）

兵庫県洲本市

マテリアル化（間伐材等）、ペレット燃料化（間伐材等）、木質バイオマス発電（間伐材等）
バイオガス熱利用（食品廃棄物、間伐材等）

島根県隠岐の島町

バイオガス発電・熱利用（食品廃棄物、し尿汚泥等）、資源化（紙おむつ）、BDF（廃食用油）、
堆肥化（廃棄海苔）、木質バイオマス熱利用（剪定枝等）

福岡県みやま市

二酸化炭素農業利用（食品廃棄物、ごみ等の焼却排ガスを回収）、チップ・ペレット燃料化、熱利用（林地残材等）、バ
イオガス発電（食品廃棄物、下水汚泥等）、マテリアル化（微細藻類）

佐賀県佐賀市

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材等）、バイオガス発電（下水汚泥、食品廃棄物等）大分県佐伯市

【平成26年度選定】

５．選定地域の主な取組



8農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

主な取組地域名

熱利用（間伐材等）北海道平取町

熱利用（間伐材）、バイオガス発電（家畜排せつ物等）、BDF（廃食用油）、ペレット燃料化（ヨシ）宮城県大崎市

木質バイオマス発電・熱利用（間伐材）、バイオガス発電（家畜排せつ物、食品廃棄物等）、固形燃料化（もみ殻）山形県最上町

ペレット化（間伐材、堆肥）、熱利用（木質ペレット）・資材化、BDF（廃食用油）栃木県茂木町

木質バイオマス発電・熱利用（間伐材）、液肥化、堆肥化（生ゴミ）山梨県甲斐市

バイオガス発電（食品廃棄物）、燃料化・堆肥化（下水汚泥）、マテリアル化（間伐材、竹）京都府京丹後市

熱利用（間伐材、剪定枝）、BDF（廃食用油）、バイオガス発電・熱利用（食品廃棄物､下水汚泥、家畜排せつ物）、飼料化
（微細藻類）

京都府南丹市

堆肥化（家畜排せつ物、間伐材)、熱利用(間伐材、竹)、バイオガス発電・熱利用(生ごみ、下水汚泥)島根県飯南町

木質バイオマス発電(木質チップ）、パウダー化、マテリアル化（製材残材、間伐材）岡山県津山市

バイオガス発電（下水汚泥、食品廃棄物）、堆肥化（消化汚泥、食品廃棄物、剪定枝）、BDF（廃食用油）福岡県宗像市

木質バイオマス発電・熱利用（間伐材）、バイオガス発電（食品廃棄物）大分県臼杵市

バイオガス発電（家畜排せつ物、食品廃棄物）、炭化（堆肥）、木質バイオマス発電・熱利用（間伐材、製材残材)宮崎県小林市

【平成27年度選定】

５．選定地域の主な取組



9農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

主な取組地域名

木質バイオマス熱利用（未利用材、林地残材等）、食品化（ニラ茎下部分）北海道知内町

バイオガス発電・熱利用（ソバ茎葉、遊休地雑草、生ごみ等）、堆肥化（家畜排せつ物）、飼料・敷料化（牧草、河川敷雑
草）

北海道音威子府村

バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物、食品廃棄物等）、木質チップ製造、木質バイオマス熱利用（間伐材）北海道西興部村

バイオガス発電及び熱利用（家畜排せつ物等）、木質バイオマス熱利用（林地残材等）北海道標茶町

バイオガス発電(食品廃棄物、集落排水汚泥等）、バイオガス及び木質バイオマス発電施設の排熱利用〈温室ハウス、陸
上養殖施設〉、ＢＤＦ製造(廃食用油)

青森県平川市

バイオガス発電(家畜排せつ物)、木質バイオマス発電・熱利用(林地残材、間伐材)、木質バイオマス熱利用(木質チップ) 、
木質チップ製造(民有林)

岩手県一関市

バイオガス発電(家畜排せつ物、生ごみ、合併浄化槽汚泥)、木質チップ・薪・ペレット製造
(林地残材、剪定枝等)、木質バイオマス熱利用(薪)

宮城県加美町

固形燃料化・熱利用（間伐材、紙おむつ、きのこ廃菌床、もみ殻等）、バイオガス発電・熱利用（生ごみ、きのこ廃菌床、下
水汚泥）、BDF製造（廃食用油）

新潟県十日町市

固形燃料化（間伐材、もみ殻等）、堆肥化（もみ殻、事業系生ごみ）、バイオガス化（生ごみ、バーク）、バイオマスツアー富山県南砺市

木質チップ製造（間伐材、林地残材） 、木質バイオマス発電・熱利用（木質チップ）、堆肥化（鶏糞）、再生パルプ製造（紙
おむつ）

静岡県掛川市

バイオガス発電・排熱・排ガスの植物工場での利用（生ごみ、食品廃棄物、家畜排せつ物）、堆肥化、固液分離による臭
気低減（家畜排せつ物）

愛知県半田市

木質バイオマス熱利用（間伐材、林地残材等）、バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物）、堆肥化（家畜排せつ物）京都府京丹波町

バイオガス発電（家畜排せつ物）、固形燃料化（低質材、竹）福岡県糸島市

バイオガス発電（家畜排せつ物、し尿、家庭系生ごみ等）、木質ペレット製造（間伐材、竹等）大分県国東市

マテリアル利用〈セルロースナノファイバー、バイオプラスチック、サプリメント、堆肥化等〉（竹）鹿児島県薩摩川内市

バイオガス発電・液肥有効利用（家畜排せつ物、漁業残渣、農業残渣、焼酎粕、生ごみ）鹿児島県長島町

【平成28年度選定】

５．選定地域の主な取組



10農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

主な取組地域名

直接燃焼・熱利用（木質バイオマス）、バイオガス発電・熱利用（木質バイオマス、食品廃棄物）北海道滝上町

バイオガス発電・熱利用（家畜ふん尿・食品廃棄物）、液肥化・敷料化（家畜ふん尿）、炭化燃焼・発電・熱利用（木質バ
イオマス）、ペレット製造（しいたけ廃菌床（おが粉））

北海道中標津町

バイオガス発電・熱利用（家畜ふん尿、木質バイオマス）、液肥化・敷料化（家畜ふん尿）北海道鶴居村

住宅団地への木質ボイラー熱供給システム(林地残材、薪等)、公共施設への薪ボイラー導入、木質バイオマス燃料の製
造（薪等）、体験型観光業、環境教育事業推進

青森県西目屋村

バイオガス発電第1期(畜ふん（鶏ふん、牛ふん）、産業・事業系廃棄物（食品残さ）)、バイオガス発電第2期(家庭生ごみ、
下水処理場等汚泥、農業残さ等)、地域内公共施設への熱供給システム、バイオガス事業と農業の連携（植物工場での
熱利用）

宮城県色麻町

バイオガス発電(家畜ふん尿等)、木質バイオマス燃料製造及び熱供給システム(公共施設、住宅)山形県飯豊町

直接燃焼発電（間伐材、林地残材、未利用材、一般廃棄物等）、熱利用（間伐材、林地残材、未利用材、一般廃棄物
等）、バイオガス発電及び熱利用（家畜排せつ物）、堆肥化・液肥化（家畜排せつ物）、地域材高度利用化（間伐材、林
地残材等：CLT製造など）

栃木県大田原市

木質ペレット製造（間伐材）、バイオガス発電・熱利用（木質ペレット）、熱利用（発電所廃熱）群馬県上野村

バイオガス（生ごみ、下水汚泥）、固体燃料化（林地残材、剪定枝等）、液体燃料化（生ごみ、紙ごみ）、BDF(廃食用油)京都府京都市

木質チップ、ペレットの製造（林地残材、伐採木）、ペレットのボイラー熱利用広島県東広島市

バイオガス発電及び液肥有効利用（食品廃棄物等）、固形燃料化（竹）、発酵化（紙ごみを原料としたエタノール化）、再
生パルプ製造（紙おむつ）

山口県宇部市

【平成29年度選定】

５．選定地域の主な取組



11農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

主な取組地域名

バイオガス発電、熱利用、液肥化、敷料化（家畜ふん尿、水産加工残渣）、固形燃料化（下水汚泥）北海道稚内市

バイオガス発電、熱利用、液肥化、敷料化（家畜ふん尿、乳製品加工汚泥、水産加工残渣）北海道浜頓別町

バイオガス発電、熱利用、液肥化、敷料化（家畜ふん尿）、固形燃料化（剪定枝、使用済み紙おむつ）北海道幌延町

バイオガス発電第1期（家畜ふん尿、食品廃棄物等）、バイオガス発電第2期(事業系一般廃棄物、下水汚泥、農業残さ
等)、木質バイオガス発電（間伐材、林地残材等）

兵庫県養父市

木質チップ製造（枝部分、剪定枝、林地残材）、木質チップボイラー熱利用、木質バイオマス発電及び熱利用（枝部分、
製材端材）、バイオガス発電及び液肥利用（家畜ふん尿物、下水汚泥）

鳥取県北栄町

主な取組地域名

バイオガス発電（家畜ふん尿）北海道八雲町

家畜排せつ物の堆肥化、鶏ふん発電、熱利用、可燃ごみ固形燃料化、バイオガス製造（家畜ふん尿等）岩手県軽米町

耕作放棄地におけるエリアンサスの栽培、エリアンサスのペレット化、もみ殻の利活用、バイオガス発電栃木県さくら市

バイオガス発電（使用済みきのこ培地）、木質バイオマス熱利用長野県中野市

バイオガス発電（食品廃棄物）、木質バイオマスの市内需要創出、堆肥化（刈草等）福岡県朝倉市

バイオガス発電（家畜ふん尿、下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥）、残渣の再生敷料利用佐賀県玄海町

木質バイオマスの燃料利用、竹の利活用大分県竹田市

【令和元年度選定】

【平成30年度選定】

５．選定地域の主な取組
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主な取組地域名

バイオガス発電、液肥化、敷料化（家畜ふん尿）北海道湧別町

熱利用、堆肥化（もみ殻）、バイオガス発電（稲わら、食品廃棄物等）秋田県大潟村

木質バイオマス発電（間伐材、剪定枝等）、廃熱・CO2を利用した微細藻類の培養・研究開発
バイオガス発電、液肥化（食品廃棄物）

三重県多気町

バイオガス発電、熱利用（下水汚泥、食品廃棄物、資源作物）、固形燃料化（食品廃棄物、草木系廃棄物、紙ごみ、も
み殻、害獣、資源作物）、耕作放棄地における資源作物の栽培

三重県南伊勢町

【令和２年度選定】

５．選定地域の主な取組

主な取組地域名

バイオガス発電、液肥化、敷料化（家畜ふん尿）北海道雄武町

木質バイオマス発電、熱利用（林地残材、剪定枝等）、固形燃料化・飼料化（きのこ廃培地等）、バイオガス発電・熱利
用・液肥化（食品廃棄物等）

長野県長野市

木質バイオマス熱利用（間伐材、林地残材、剪定枝等）、バイオガス発電、液肥化（豚ふん尿、食品廃棄物）宮崎県川南町

【令和３年度選定】



13農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

【令和４年度選定】

５．選定地域の主な取組

主な取組地域名

バイオガス発電（家畜排せつ物）、液肥化北海道浜中町

林地残材の熱利用、炭製造（バイオ炭）、バイオガス発電（家畜排せつ物、食品残渣）、液肥化群馬県長野原町

バイオガスの工業利用（家畜排せつ物、食品残渣）、熱・CO2の農業利用、液肥化滋賀県竜王町

低級油脂の燃料化・リサイクル、バイオガス発電（家畜排せつ物、食品残渣）、木質バイオガス発電広島県世羅町

【令和５年度選定】

主な取組地域名

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材、間伐材等）、炭製造（バイオ炭）、木質バイオマス熱電供給＜廃菌床きの
こ栽培・食品乾燥加工等＞

山形県西川町

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材、端材等）、バイオガス発電、液肥化（家畜排せつ物、食品廃棄物等）、炭
製造（バイオ炭）

熊本県南小国町

【令和６年度選定】

主な取組地域名

木質バイオマス発電・熱利用（林地残材、製材端材）、バイオガス発電・液肥化（家畜排せつ物、食品残渣、下水
汚泥）、堆肥化（下水汚泥等）

神奈川県秦野市
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○ 鹿追町は、平成19年に、家畜ふん尿の適正処理、生ゴミ・汚泥の資源化等を図るため、既存の汚泥処理施設にバイオガスプ
ラント・堆肥化施設を新設し「鹿追町環境保全センター」を設置。

○ バイオガスによる電力は施設内で利用するとともに、余剰分は固定価格買取制度により北海道電力に売電。消化液は液肥・
堆肥として農地還元し、環境に配慮した地域資源循環型社会の形成を推進。余剰熱を利用した温室栽培、魚類の養殖も実施。

○ 同施設では、将来の水素社会を見据え、平成27年より、バイオガスから水素を製造・利用する実証事業（環境省）にも着手。
○ 瓜幕バイオガスプラント （処理量：210トン/日、発電能力1000kW（250kW×4基））が平成28年4月より本格稼働。

■本格稼働 平成28年4月
■処理量 家畜ふん尿 210t/日
■バイオガス利用機器

発電機 250kW×4基

瓜幕バイオガスプラント

（出典:鹿追町資料）

チョウザメ

マンゴー

■稼働開始
平成19年10月

■処理量
家畜ふん尿 94.8t/日

■バイオガス利用機器
発電機
100kW×1基
190kW×1基
温水ボイラ
100,000kcal×3基
蒸気ボイラ
1,000kg/h×1基

原料の搬入

消化液散布車

し か お い ち ょ う

鹿追町環境保全センター

その

鹿追町が考えるバイオガスプラント「一石五鳥」のメリット

・ 酪農家周辺の環境改善
・臭気軽減、地下水・河川への負荷軽減

①環境の改善

・消化液、堆肥使用による農産物の品質向上
・ふん尿処理の労働時間・コスト削減 ・飼養頭数の増頭、規模拡大

②農業生産力の向上

・バイオガス発電によるCO2削減に寄与③地球温暖化の防止

・地域のバイオマス資源を活用し、得られるエネルギー（電気・熱）、消化
液を地域で活用

④循環型社会の形成

・観光業イメージアップ ・雇用創出
・新産業創出（余剰熱を利用した作物・果物等温室栽培、魚類養殖事業等）

⑤地域経済活性化の推進

鹿追町環境保全センター（中鹿追バイオガスプラント）

瓜幕バイオガスプラント

水素製造設備及び水素ステーション

■水素製造方法 膜分離（メタン濃縮）後、水蒸気改質
■水素純度 99.97％以上
■水素利用方法
定置型燃料電池（電気・温水利用）
燃料電池自動車、 燃料電池フォークリフト

家畜ふん尿由来水素活用の実証

６．選定地域が主体となって取り組んだバイオマスの活用事例（北海道鹿追町）

う り ま く
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＜実施体制＞
下川町

木質原料製造施設

各熱供給施設に木質チップを安定供給

（指定管理契約）

○ 事業者や町民等が、木質チップの原料となる木材等を、木材加工施設（下川町木質原料製造施設）に搬入。地元の化石燃
料供給会社で構成する「エネルギー供給協同組合」が、下川町から指定管理委託を受け、木質チップの製造及び供給を実施。

○ 木質ボイラーは、役場、五味温泉、育苗施設、集合住宅、町営住宅、病院、小学校、中学校等に11基設置。
○ 一の橋地区では、木質バイオマスボイラーを中心とした地域のエネルギー自給や、集住化によるコミュニケーション機会の創

出とともに、高齢者の生活支援、コミュニティビジネスの創造など、地域の複合的な課題の解決に向けた取組を進めている。

■特用林産物（菌床しいたけ）栽培
▼平成27年度生産実績
・菌床しいたけ生産量 53.9ｔ
・年間売上額 51,467千円
▼運営体制
・町担当職員2名（研究所長、研究員）
・町臨時職員2名
・町パート職員21名
・地域おこし協力隊2名（兼任）

６．選定地域が主体となって取り組んだバイオマスの活用事例（北海道下川町）
し も か わ ち ょ う
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○ 森林から発生する切り捨て間伐材や林地残材及び製材所等から発生する製材端材や樹皮等を効率的かつ価値を付け収集。
集積基地において、収集した木材をチップ化し、バイオマス発電用燃料として安定的に供給し発電。

○ 資源調達から流通までの情報管理が可能なシステムを構築・活用し、山元へ必ず利益還元ができる仕組みを実現。
○ 真庭バイオマス発電事業において、地域マイクログリッドの構築によるエネルギーの実質的地産地消化や広葉樹の有用資源
化等の新たな取組を開始。

６．選定地域が主体となって取り組んだバイオマスの活用事例（岡山県真庭市）
ま に わ し

③観光産業拡大事業
・バイオマスツアー（平成18年スタート）
コースメニューを拡大。
（令和4年利用人数2,772人）

・真庭産原料を活用したお土産
ペレットクッキー（福祉作業所）、CLTチョコレート

地域内外の木質資源
を収集・貯留・チップ化
し発電所へ供給

森林・林業

木材産業

集積基地

＜実施体制＞

複数の関連事業者が連携し地域協議会を立ち上げ、発電用
燃料購入費の内から、山元への利益還元の仕組み構築

真庭バイオマス発電所

山林所有者

木質資源安定供給協議会

利益還元の仕組み構築
（550円／t）

森林組合、素材生産事業者、製材所等

バイオマス集積・貯留・加工・供給拠点（数社）

設備導入費:41億円（うち14億円補助事業）
原料:未利用木材:９万t/年、一般木材:5.8万t/年
発電規模:10,000kW
発電量:7,920万kWh/年
雇用創出:直接雇用15名

①バイオマス発電事業

（出典:真庭市資料）

②生ごみ等資源化事業

②生ごみ等資源化事業
市内の廃棄物処理施設を整理・統合
ごみの焼却を減らし、効率的なごみ処理で脱炭素を実現

ごみ焼却施設 ３カ所 → １カ所に統合
し尿処理施設 １カ所 → 生ごみ等資源化施設１カ所新設

（生ごみ、し尿、浄化槽汚泥をメタン発酵
させ液体肥料に再生）

処理能力:33,000kl／年
液肥生産:800トン／年
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施 設 概 要
■竣工 平成30年５月
■処理量 もみ殻 120kg／時
■使用用途

ケイ酸肥料、工業資材、食品添加等
■熱量（温水ボイラー交換熱量）142kW
■二酸化炭素供給量（発生抑制量） 1,700t／年
■エネルギーの供給先

熱:ハウスの暖房、穀物類の乾燥調整
二酸化炭素:野菜生育の促進

■プロジェクト企画・運営 もみ殻循環プロジェクトチーム
■オペレーション いずみ野農業協同組合

６．選定地域が主体となって取り組んだバイオマスの活用事例（富山県射水市）

○ 「JAいずみ野 もみ殻循環施設」は、もみ殻の燃焼灰を製造する施設。
○ もみ殻は高温燃焼（＜800℃）すると、含まれるシリカ（SiO2）が結晶化し発がんリスクのある物質になる等、課題を抱えていたが、平成23年から開始
した「もみ殻循環プロジェクトチーム」の研究開発により、高度なコントロール技術で炉内の温度を低温（500℃～600℃）で制御し燃焼させ、非結晶の可
溶性シリカを含む「もみ殻灰」の製造に成功。

○ もみ殻の燃焼で得られた熱やCO2は、農業用ハウスの加温等に利用。
○ もみ殻灰は、シリカ資材として、ケイ酸肥料のほか工業資材や食品添加物等、様々な用途に活用可能。

■ボイラーの燃焼管理
炉内温度、もみ殻投入量、空気量、もみ殻熱処理時間等
の各種情報をデジタル化し統制管理。
基本的な維持管理の他は、スマートフォン等で稼働状況を
監視。

■採算性、持続性の確保
カントリーエレベーター、もみ殻循環施設、農業用ハウスが
それぞれ近接しており、もみ殻、熱やCO2を効率的に利用。
もみ殻は、毎年一定量発生するため、原料の安定調達が
可能。

■将来構想
非結晶の植物性シリカは、多岐にわたる分野で利用研究が
されており、今後、多様な活用が見込まれる。

取組及び施設の特徴

もみ殻循環プロジェクトチーム

JAいみず野

北陸テクノ（株） NSIC（株）

射水市

その他有識者等による支援

施設全景

農業用ハウスへの熱利用

もみ殻シリカ灰の
土壌改良材

もみ殻循環フロー図

い み ず し

＜実施体制＞
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Ａ： バイオマス産業都市とは、バイオマスの活用に重点をおいたバイオマスタウン構想を更に発展させ、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ

物など地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した

産業創出と地域循環型のエネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目

指す地域です。関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で地域を選定し、連携して

支援を行います。

バイオマスタウン構想は、バイオマスの活用に重点をおいた市町村を基本単位とする取組ですが、バイオマス産業都市構想は、バイオマスタウン

を更に発展させ、バイオマスを活用した産業化に重点をおいた取組で、地域の実情に応じて、①市町村（単独又は複数）、②市町村（単独又は複

数）と都道府県の共同体、③これらと民間団体等（単独又は複数）との共同体のいずれかが作成主体となることができます。

Ｑ１：バイオマス産業都市とは何ですか。バイオマスタウンとはどのように違うのですか。

Ａ： バイオマス産業都市づくりには、一般に広く薄く存在するバイオマスの生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫システム

の構築が必要となること等を勘案し、地域の実情に応じ、以下の主体が単独又は共同でバイオマス産業都市構想を作成し、応募します。

① 市町村（単独又は複数）

② 市町村（単独又は複数）と当該市町村が属する都道府県の共同体

③ ①又は②と民間団体等（単独又は複数）との共同体

Ｑ２：バイオマス産業都市構想の作成主体はどこですか。

７．バイオマス産業都市Q＆A
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Ａ： バイオマス産業都市構想には、以下の事項を記載することとしています。地域のバイオマスを活用した事業化プロジェクトを企画立案し、その実行
を通じて地域の産業・雇用の創出、再生可能エネルギーの強化など、いかにして幅広い地域波及効果を産み出していくかがポイントとなります。詳し
くは募集要領をご参照ください。

① 地域の概要：対象地域の範囲、経済的・社会的・地理的な地域の特色、作成主体等
② 地域のバイオマス利用の現状と課題：地域のバイオマスの賦存量、利用率（量）等の現状と課題
③ 目指すべき将来像と目標：バイオマス産業都市を目指す背景や理由、バイオマス産業都市として目指すべき将来像、達成すべき目標
④ 事業化プロジェクトの内容：当該年度に具体化する取組（５年以内に具体化する取組、10年以内に具体化する取組等がわかるように記載)
⑤ 地域波及効果：地域の実情に応じ、③の将来像や目標も踏まえつつ、バイオマス産業都市構想の具体化による地域波及効果を記載
⑥ 実施体制：自治体・事業者等の地域の関係者の連携の下で構想の具体化、評価等を実施していくための実施体制を記載
⑦ フォローアップの方法：③の目標の達成状況等の評価や構想見直しの時期・方法等を記載する（原則５年後に中間評価を実施）。
⑧ 他の地域計画との有機的連携

Ｑ４：バイオマス産業都市構想には、どのようなことを記載すればよいのですか。

Ａ： バイオマス産業都市の選定プロセスは、以下のとおりです。
（１）７府省が共同でバイオマス産業都市構想の提案の募集を行います。応募のあった提案は、地方農政局等及び事務局で整理します。
（２）有識者で構成するバイオマス産業都市選定委員会において、ヒアリング・審査を行い、選定委員会としての選定推薦案を決定します。
（３）選定委員会の選定推薦案をもとに７府省が共同で選定を行います。選定結果は公表するとともに、選定された地域にはバイオマス産業都市の
選定の認定証を交付します。

（４）バイオマス産業都市の選定に当たっては、以下の視点を踏まえ、応募があったバイオマス産業都市構想の内容を総合的に評価します。
① 先導性：バイオマス産業都市が目指す将来像と目標を実現し、全国のモデルとなるような取組であるか。
② 実現可能性：自治体・事業者等の地域の関係者の連携の下で経済性が確保された一貫システムの構築が見込まれるなど、地域のバイオ

マスを活用した産業創出と地域循環型のエネルギーの強化の実現可能性が高いか。
③ 地域波及効果：地域のバイオマスの利用促進、地域循環型のエネルギーの強化、地域産業振興・雇用創出、温室効果ガス削減などの地

域波及効果が高いか。
④ 実施体制：自治体・事業者等の地域の関係者の連携の下でバイオマス産業都市構想の具体化、評価等を適確に実施していくための実施

体制ができているか。

Ｑ３：バイオマス産業都市の選定はどのように行われるのですか。どのような点を評価するのですか。
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Ａ： バイオマス産業都市は、７府省が連携し、地域のバイオマスを活用した産業化に向けた具体的な取組を後押しし、地域の産業・雇用の創出や再

生可能エネルギーの強化を推進するものです。バイオマス産業都市構想の中核部分である事業化プロジェクトについては、事業主体、原料調達計

画、施設整備計画、製品・エネルギー利用計画、事業収支計画など、事業内容や事業採算性等が評価できる具体的な内容を記載する必要があ

ります。このため、関係者で話し合いを進め、目指すべき姿とともに、事業化プロジェクトの方針や内容を固め、それによる地域波及効果等をベース

にバイオマス産業都市構想を作成することになります。

Ｑ６：バイオマスを活用した事業を5年後に計画していますが、事業の構想段階でも選定を受けることができますか。

Ａ： 事業化プロジェクトとは、バイオマス産業都市構想の期間内に具体化する取組のことであり、バイオマス産業都市構想の中核部分です。直近年

度に具体化する取組、５年以内に具体化する取組、10年以内に具体化する取組の別がわかるように記載します。直近年度に具体化する取組に

ついては、事業内容や事業採算性などの詳細がわかるように記載します（事業概要、事業主体、計画区域、原料調達計画、施設整備計画、製

品・エネルギー利用計画、事業費、年度別実施計画、事業収支計画（内部収益率（ＩＲＲ）を含む。）、事業実施体制等）。５年以内及び10年以内

に具体化する取組については、可能な限り具体的な内容がわかるように記載します（事業概要、事業主体、計画区域、事業全体フロー等）。

電力の固定価格買取制度を活用する取組については、応募時点における電力会社との協議状況を簡潔に記載します。直近年度に具体化す

る取組については少なくとも正式なアクセス協議（接続検討）を終えていることが必要です。

Ｑ５：バイオマス産業都市構想に盛り込む事業化プロジェクトとはどのようなものですか。

Ａ： バイオマス産業都市の選定地域に対しては、バイオマス産業都市構想の実現に向けて、バイオマス産業都市関係府省連絡会議を活用しなが

ら、構想の内容に応じて、関係府省の施策の活用、各種制度・規制面での相談・助言などを含め、関係府省が連携して支援を行います。なお、関

係府省の施策の活用に当たっては、別途当該施策を所管する府省の審査・採択が必要です。各府省は、それぞれの政策推進の観点から、バイ

オマスに関連する施策・予算を担当しています。

例えば、農林水産省は、みどりの食料システム戦略推進交付金、林業・木材産業成長産業化促進対策、経済産業省は、地域共生型再生可

能エネルギー等普及促進事業、国土交通省は、下水道リノベーション推進総合事業（社会資本整備総合交付金）等、環境省は、循環型社会形

成推進交付金、再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業等の施策・予

算を担当しています。

また、選定された地域は選定の翌年度から10年間、構想の取組状況等を報告していただきます。なお、選定後11年目以降は、取組状況の報

告は５年毎に行っていただきます。

Ｑ７：バイオマス産業都市に選定されるとどのようなメリットがあるのですか。例えば、どのような施策が活用できるのですか。



農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 21

Ａ： 市町村バイオマス活用推進計画は、バイオマス活用推進基本法（平成21年６月12日法律第52号）に規定される手続きを経ることでみなすこと

が可能です。バイオマス産業都市構想を市町村バイオマス活用推進計画とする場合は、各市町村で必要な手続きを行っていただき、ホームペー

ジ等により公表して下さい。その場合、Q10に記載している地方農政局食品企業課等にご連絡願います。

なお、複数市町村の共同体によりバイオマス産業都市に選定されている場合には、市町村バイオマス活用推進計画が単一の市町村で策定す

る計画であることから、当該バイオマス産業都市構想そのものを市町村バイオマス活用推進計画とすることは困難であると考えられます。

Ｑ８：バイオマス産業都市構想を市町村バイオマス活用推進計画とみなすことは可能ですか。

Ａ： 「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」（以下「技術ロードマップ」）は、バイオマスの利用技術の到達レベルを一覧性をもって俯瞰で

きる産学官共通の技術評価のプラットフォームとして、技術開発の進展の状況に応じて、効率的かつ効果的に研究・実証を進め、実用化段階にあ

る技術は事業化に活用することとされています。

バイオマス産業都市構想に基づく取組を優先採択することとしている「みどりの食料システム戦略推進交付金（うちバイオマス地産地消対策）」

（農林水産省）では、技術ロードマップにおいて技術レベルが新たに実用化段階に達した又は５年以内に実用化と評価されている新技術を活用し

て、農林漁業者や農山漁村に新たな所得や付加価値を生み出す取組に必要な施設の整備に対しても支援を行うこととしています。

Ｑ９：新たな「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」（令和４年8月バイオマス活用推進専門家会議決定） と
バイオマス産業都市構想との関係性はどのようなものですか。
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Ａ： バイオマス産業都市構想に関するご質問は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課又は地方農政局食品企業課等にご連絡ください。

また、バイオマス産業都市構想の作成に当たっては、（一社）日本有機資源協会が作成した「バイオマス産業都市構想作成の手引き」などを参

照してください。

【連絡先】

○ 農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 〔ＴＥＬ：０３－６７３８－６４７９〕

○ 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 〔ＴＥＬ：０１１－３３０－８８07〕

○ 東北農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０２２－２２１－６１９３〕

○ 関東農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０４８－７４０－０１５８〕

○ 北陸農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０７６－２３２－４１３１〕

○ 東海農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０５２－７４６－１３１３〕

○ 近畿農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０７５－４１４－９７２２〕

○ 中国四国農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０８６－２３０－４２４９〕

○ 九州農政局 生産部 環境・技術課 〔ＴＥＬ：０９６－３００－６０２８〕

○ 内閣府 沖縄総合事務局 食料産業課 〔ＴＥＬ：０９８－８６６－１６７３〕

「バイオマス産業都市構想作成の手引き」や構想の雛形例などは以下に掲載していおります。

【バイオマス産業都市の取組（農林水産省HP）】

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_sangyo_toshi/b_sangyo_toshi.html

Ｑ１０：バイオマス産業都市構想の作成を検討しようと思っていますが、どこに相談すればよいですか。
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施 策
みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち
みどりの事業活動を支える体制整備

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
みどりの事業活動を支える体制整備

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち
バイオマスの地産地消

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
バイオマスの地産地消

みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち
地域循環型エネルギーシステム構築

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
地域循環型エネルギーシステム構築

みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち
地域資源活用展開支援事業

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出のうち
オープンイノベーション研究・実用化推進事業

農村整備事業のうち
農業集落排水施設整備事業

農山漁村地域整備交付金のうち
農業集落排水事業

農村整備事業のうち
計画策定等事業

【農林水産省】
施 策

国内肥料資源利用拡大対策事業のうち
畜産環境対策総合支援事業

国内肥料資源利用拡大対策事業のうち
国内肥料資源活用総合支援事業

林業・木材産業循環成⾧対策のうち木材需要拡大・木材産業基
盤強化対策のうち
木質バイオマス利用促進施設整備

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち
木質バイオマス利用環境整備事業

【農林水産省】

【総務省】
施 策

ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）

ＧＸアドバイザー（地方公共団体の経営・財務マネジメント強化
事業）
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施 策

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業

カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発
事業

木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構
築支援事業

次世代燃料の生産・利用技術開発等事業

【経済産業省】

【文部科学省】
施 策

共創の場形成支援プログラム

研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)

戦略的創造研究推進事業
ALCA-Next（先端的カーボンニュートラル技術開発）

【国土交通省】
施 策

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業のうち
汚泥資源肥料利用推進事業

下水道事業費補助のうち
下水道脱炭素化推進事業

社会資本整備総合交付金のうち
下水道リノベーション推進総合事業

下水道事業費補助のうち
民間活力イノベーション推進下水道事業

下水道事業費補助のうち
下水汚泥肥料化推進事業
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（参考３）令和６年度補正予算・令和７年度概算決定予算
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【環境省】
施 策

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり
支援事業

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち
再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・
分散型エネルギー設備等導入推進事業

プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための
高度化設備導入等促進事業

循環型社会形成推進交付金等（廃棄物処理施設分）

廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業

地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、
特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち
ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業、LCCO2削
減型の先導的な新築ZEB支援事業、業務用施設における省
CO2化・熱中症対策等支援事業、国立公園利用施設の脱炭素
化推進支援事業

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち
CE×CNの同時達成に向けた木材再利用の方策等検証事業

施 策

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち
プラスチック等資源循環システム構築実証事業

地域資源循環を通じた脱炭素化に向けた革新的触媒技術の開
発・実証事業

地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事
業

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業

地域共生型廃棄物発電等導入促進事業

地域における再エネ等由来水素利活用促進事業

地域循環共生圏創造事業費のうち
令和７年度地域循環共生圏づくり支援体制構築事業

【環境省】
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減 免 額施 策
バイオ燃料製造設備の固定資産税の課税標準を３年間下線部の率に
軽減（バイオエタノール、バイオディーゼル:２/３、木質固形燃料:３/
４、ガス（メタン、木質）:１/２）

農林漁業バイオ燃料法に基づく固定資産税の軽減
（農水省・経産省・環境省）

バイオマス発電設備の固定資産税の課税標準を３年間下線部の率に
軽減（１万kW未満:１/２、１万kW以上２万kW未満:２/３）

再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の軽減
（経産省・環境省・農水省）

【関連税制】

投 融 資 の 条 件 等施 策
・対象事業に係る総出資額の２分の１未満を出資
【対象事業の要件】
・事業の実施によりCO₂排出量が抑制・削減されること。
・事業を実施する地域の活性化に資すること。
・必要な資金の調達が可能となる見込みがあること。
・⾧期的に採算をとる見込みがあること。
・対象事業者が、専ら対象事業を行うことを目的とするものであること。
・対象事業者が、自ら主導的に事業を遂行する能力、意思及び体制を有すること。

地域脱炭素投資促進ファンド(グリーンファンド) 【出資】

・資金使途:農林漁業者等によるバイオマス利活用施設の改良・造成・復旧・取得
・貸付利率:1.50％（農林漁業金利D-3）【R7.2現在】
・貸付限度額:負担額の80％
・償還期間:20年以内（据置期間3年以内）

農林漁業施設資金（バイオマス利活用施設）
（日本政策金融公庫）【融資】

【関連投融資】
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バイオマス事業化戦略の概要
～ 技術とバイオマスの選択と集中による事業化の推進 ～

Ⅰ 基本的考え方
○ 震災・原発事故を受け、地域のバイオマスを活用した自立・分散型エネルギー供給体制の強化が重要な課題
○ 多種多様なバイオマスと利用技術がある中で、どのような技術とバイオマスを利用すれば事業化を効果的に推進できるか
が明らかでない

○ バイオマス活用推進基本計画の目標達成に向け、コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマ

スの選択と集中によるバイオマス活用の事業化を重点的に推進し、地域におけるグリーン産業の創出と自立・分散型エネル

ギー供給体制の強化を実現していくための指針として「バイオマス事業化戦略」を策定

Ⅱ エネルギー・ポテ
ンシャル(年間)

Ⅲ 技術のロードマッ
プと事業化モデル

○ 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベルを評価した技術ロードマップを作成し、事業化に重点的に活用する実用化
技術とバイオマスを整理。

○ 上記の実用化技術とバイオマスを利用した事業化モデルの例(タイプ、事業規模等)を提示。

未利用分が全て
エネルギー利用された場合

2020年の利用率目標が
エネルギー利用により達成された場合

約220億kWh
(約460万世帯分)

約130億kWh
(約280万世帯分)

電力利用可能量

約1,850万kL
(ガソリン自動車約2,080万台分)

約1,180万kL
(ガソリン自動車約1,320万台分)

燃料利用可能量
(原油換算)

約6,340万 t-CO2

(我が国の温室効果ガス排出量の約5.0％相当)
約4,070万 t-CO2

(我が国の温室効果ガス排出量の約3.2％相当)
温室効果ガス
削減可能量

※持続可能性基準による考慮を
していない。

※実用化とは、技術的な評価で、
事業化には諸環境の整備が必要。

技術 ・・・・・・・メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固形燃料化、液体燃料化
バイオマス・・・木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等

■ コスト低減と安定供給、持続可能性基準を踏まえつつ、技術とバイオマスの選択と集中による事業化の重点的な推進

■ 関係者の連携による原料生産から収集・運搬、製造・利用までの一貫システムの構築(技術(製造)、原料(入口)、販路(出口)の最適化)

■ 地域のバイオマスを活用した事業化推進による地域産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化

■ 投資家・事業者の参入を促す安定した政策の枠組みの提供

基本戦略戦略１

（参考５）
〔平成24年９月 バイオマス活用推進会議〕
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■ 地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシ

ステムの構築に向けたバイオマス産業都市の構築（バイオマスタウンの発展・

高度化）

■ 原料生産から収集・運搬、製造・利用までの事業者の連携による事業化の

取組を推進する制度の検討(農林漁業バイオ燃料法の見直し)

■ プラント・エンジニアリングメーカーの事業運営への参画による事業化の推進

■ 国内で我が国の技術とバイオマスを活用した持続可能な事業モデルの構築

と、国内外で食料供給等と両立可能な次世代技術の開発を進め、その技術や

ビジネスモデルを基盤にアジアを中心とする海外で展開

■ 我が国として、関係研究機関・業界との連携の下、持続可能なバイオマス利

用に向けた国際的な基準づくりや普及等を積極的に推進

■ 固定価格買取制度の積極的な活用

■ 投資家・事業者の参入を促すバイオマス関連税制の推進

■ 各種クレジット制度の積極的活用による温室効果ガス削減の推進

■ バイオマス活用施設の適切な立地と販路の確保

■ 高付加価値の製品の創出による事業化の推進

出口戦略(需要の創出・拡大)

■ バイオマス活用と一体となった川上の農林業の体制整備(未利用間伐材等

の効率的な収集・運搬システムの構築等)

■ 広く薄く存在するバイオマスの効率的な収集・運搬システムの構築（バイオマ

ス発電燃料の廃棄物該当性の判断の際の輸送費の取扱い等の明確化等）

■ 高バイオマス量・易分解性等の資源用作物・植物の開発

■ 多様なバイオマス資源の混合利用と廃棄物系の徹底利用

入口戦略(原料調達)戦略４

総合支援戦略戦略６個別重点戦略

海外戦略戦略７

戦略５

戦略３

①木質バイオマス
・ FIT制度も活用しつつ、未利用間伐材等の効率的な収集・運搬システム
構築と木質発電所等でのエネルギー利用を一体的・重点的に推進

・ 製材工場等残材、建設発生木材の製紙原料、ボード原料やエネルギー
等への再生利用を推進

②食品廃棄物
・ ＦＩＴ制度も活用しつつ、分別回収の徹底・強化と、バイオガス化、他のバ
イオマスとの混合利用、固体燃料化による再生利用を推進

③下水汚泥
・ 地域のバイオマス活用の拠点として、FIT制度も活用しつつ、バイオガス化、
食品廃棄物等との混合利用、固形燃料化による再生利用を推進

④家畜排せつ物
・ ＦＩＴ制度も活用しつつ、メタン発酵、直接燃焼、食品廃棄物等との混合
利用による再生利用を推進

⑤バイオ燃料
・ 品質面での安全・安心の確保や石油業界の理解を前提に農業と一体となっ
た地域循環型バイオ燃料利用の可能性について具体化方策を検討

・ バイオディーゼル燃料の税制等による低濃度利用の普及や高効率・低コスト
生産システムの開発

・ 産学官の研究機関の連携による次世代バイオ燃料製造技術の開発加速化

■ 事業化に重点的に活用する実用化技術の評価

■ 産学官の研究機関の連携による実用化を目指す技術の開発加速化(セルロース系、藻類等の次世代技術、資源植物、バイオリファイナリー 等)

技術戦略 (技術開発と製造)戦略２


